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 事務連絡     

平成２５年８月６日 

各都道府県・指定都市・中核市子ども・子育

て支援新制度御担当部局 御中 

内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室 

子ども・子育て支援法に基づく基本指針の概ねの案について 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６０条第１項に基づき内閣総理大臣

が定める基本指針につきましては、今般、子ども・子育て会議における審議等を踏まえ、別

紙のとおり、概ねの案を取りまとめましたので、お知らせいたします。 

併せて、各市町村における市町村子ども・子育て支援事業計画及び各都道府県における都道

府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に際して御留意いただきたい事項（別添参照）や、

各市町村が実施する利用希望把握調査の調査票イメージ等をお送りいたしますので、今後の作

業の参考として御活用ください。 

各都道府県におかれましては、幼児教育担当、保育担当、少子化対策担当、教育委員会等の

関係部局にも周知いただき、新制度の施行に向けた所要の準備を進めていただくとともに、管

下市町村に対して遅滞なく周知し、遺漏のないよう配意願います。 

この案は、最終的には、「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備

並びに子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するた

めの基本的な指針」として内閣府告示により定める予定であり、今後形式的な修正を加える

可能性がありますので、御留意願います。 

【本件連絡先】  

内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室  

TEL ： 03-3581-1403（直通）  

FAX ： 03-3581-0996  

（添付資料） 

別紙１ 子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案） 

別紙２ 基本指針の主な記載事項 

別紙３ 「市町村子ども・子育て支援事業計画」作成時の利用希望などの把握について 

別紙４ 調査票のイメージ 

（注）「事務連絡」の添付資料別紙 1～別紙 4 は、都道府県等説明会資料１－２～１－５として配布。 

資料 ４ 
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市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の 

作成に当たっての留意事項 

 

この「市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画

の作成に当たっての留意事項」は、基本指針の概ねの案を踏まえ、基本指針案の「第三 子

ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項」について、市町村子ども・子育て支援事業

計画及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画（以下「子ども・子育て支援事業計画」

という。）の作成等に当たって留意いただきたい事項等を定めたものである。 

 

一 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用状況及び利用希望の把握（第三の一

３関係） 

○ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用状況及び利用希望の把握に当たっ

ては、基本的には利用希望把握調査の調査票の各家庭への郵送によるアンケート形式に

より行うことが適当と考えていること。また、よりきめ細かく保護者の利用希望を把握

するため、必要に応じて、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業に該当する現行

の事業の利用者に対するヒアリング等を行うことも考えられること。 

○ 「量の見込み」をより正確に設定するため、幼稚園において実施する預かり保育を利

用している子どもの数やその利用実態に関する情報の把握に努めることが必要であり、

「幼稚園における保護者の就労状況等の調査及び把握について」（平成２５年５月１７

日付通知府政共生第３６６号、２５初幼教第３号、雇児保発０５１７第１号）も踏まえ、

これらの把握に努めていただきたいこと。 

また、同様に、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５９条の２に基づき都道府

県等に届出がなされている認可外保育施設等を定期的に利用している子どもの数やそ

の利用実態に関する情報の把握に努めることが必要であり、当該調査については、追っ

て連絡する予定であること。 

○ 利用希望把握調査の結果の集計方法等についての作業の手引きについては、年内を目

途に通知する予定であること。 

○ 指定都市が利用希望把握調査を行う場合には、統計法（昭和１９年法律第５３号）第

２４条第１項の規定により、当該利用希望把握調査を行う３０日前までに総務大臣に対

して届出を行うことが必要であること（平成２５年７月３１日付け事務連絡）。 

 

二 市町村子ども・子育て支援事業計画における量の見込み（第三の二２（一）、３(一)

関係） 

○ 各市町村において設定した教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込み

については、後日、国の参考資料としてその数値の提供を依頼する予定であること。 

○ 教育・保育の量の見込みに関して、社会保障・税一体改革における子育て支援の量的

拡充の前提となった「子ども・子育てビジョン」（平成２２年１月２９日少子化社会対

策会議決定）の策定時においては、満３歳以上児の保育利用率は平成２９年度末に４

（別添） 
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８％、満３歳未満児の保育利用率は同年度末に４４％と見込まれていること。 

 

三 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画における教育・保育の量の見込み（第三の四

２（一）関係） 

○ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、「０歳、満１歳及び満２歳、

満３歳から小学校就学前まで」の３区分に分けて量の見込みを設定することが基本であ

る。 

  ただし、都道府県は市町村の基盤整備を支援する役割を担っており、都道府県子ど

も・子育て支援事業支援計画において設定した「量の見込み」に基づいて自ら基盤整備

を行う立場には基本的にはないことから、都道府県の実情に応じて、「満３歳未満、満

３歳以上」の２区分で設定することも可能であること。 

 

四 認可及び認定に係る需給調整 

 １ 基本的考え方（第三の二２（二）イ及び四２（二）（２）関係） 

○ 公立の教育・保育施設は届出・公示により設置されるため、認定こども園法及び児

童福祉法の需給調整の規定は直接適用されない。 

   しかしながら、適切な需給状況を確保するため、公立の教育・保育施設の設置時に

おける定員設定においては、子ども・子育て支援事業計画の量の見込み及び提供体制

の確保方策を踏まえた検討が求められること。 

 

 ２ 認定こども園への移行に係る需給調整の特例（第三の四２（二）（２）ウ関係） 

○ 「都道府県計画で定める数」は、認定こども園への移行を促進するため、移行を希

望する幼稚園・保育所があれば、認可・認定基準を満たす限り認可・認定が行われる

ように設定することが基本であること。 

 具体的には、認定こども園・幼稚園・保育所等の利用状況や既存の幼稚園・保育所

の認定こども園への移行の希望を把握し、これらの移行に関する意向等を踏まえ、地

方版子ども・子育て会議における議論を経る等、透明化を図った上で設定すること。 

 

五 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事

する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置（第三の四４関係） 

○ 都道府県が記載する「特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者の見込み数」の算

出に当たって必要な事項は、本年度末を目途に提示する予定であること。 

 

六 市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整（第三の五１関係） 

○ 都道府県が、市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整については、子ども・

子育て支援法第３条第２項及び第６２条第３項第１号の規定に基づき、例えば、別紙２

に掲げるケースについて行うことが考えられること。また、内閣総理大臣は、子ども・

子育て支援法第６３条第２項の規定に基づき、都道府県に対し、広域調整を含めた都道
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府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成上重要な技術的事項について、必要な助言

その他の援助の実施に努めるものとしていること。 

 

七 子ども・子育て支援事業計画の作成の時期（第三の六１関係） 

○ 子ども・子育て支援新制度は平成２７年度からの実施が想定されることから、平成２

６年度半ばまでにおおむねの案を取りまとめる必要があること。 

 

八 地方版子ども・子育て会議の設置に関する事項（第六の一関係） 

 ○ 地方版子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援事業計画への子育て当事者等の意

見の反映を始め、子ども・子育て支援事業計画に基づく施策その他の地域における子ど

も・子育て支援施策の実施状況等について点検、評価し、必要に応じて改善を促す上で

重要な役割を果たすものであることから、設置するよう努めていただきたいこと。また、

設置する場合には、子ども・子育て支援事業計画の調査審議等が十分行えるよう、可能

な限り速やかに設置していただきたいこと。なお、利用希望把握調査の内容についても、

地方版子ども・子育て会議で調査審議することが望ましいこと。 


